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Ｑ
私
は
現
在
75
歳
で
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
ま
す
が
、
今

年
４
月
か
ら
は
、
今
持
っ
て
い
る
保

険
証
は
使
え
な
く
な
る
の
？

Ａ
お
見
込
み
の
と
お
り
で
す
。「
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
」に
加
入
す

る
と
、
そ
れ
ま
で
加
入
し
て
い
た
健

康
保
険
の
加
入
資
格
を
失
い
ま
す
の

で
、
今
お
使
い
の
保
険
証
は
４
月
１

日
以
降
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
代
わ

り
に
市
医
療
年
金
課
か
ら（
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
）
保
険
証
が
交
付

さ
れ
ま
す
。

Ｑ
私
は
現
在
75
歳
で
健
康
保
険
組

合
の
被
保
険
者
に
な
っ
て
い
ま

す
。
今
年
５
月
３
日
で
75
歳
に
な

る
の
で
す
が
、
今
持
っ
て
い
る
保
険

証
は
４
月
に
な
る
と
使
え
な
く
な
る

の
？

Ａ
４
月
１
日
以
降
に
75
歳
以
上
の

方
が「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」

の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
の
で
、
75

歳
に
な
る
誕
生
日
か
ら「
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
」
に
加
入
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。
あ
な
た
の
場
合
、
５
月

２
日
ま
で
は
、
今
お
持
ち
の
保
険
証

を
ご
利
用
に
な
れ
ま
す
。

Ｑ
私
は
76
歳
に
な
り
ま
す
が
、
現

在
、
息
子
の
勤
め
先
の
健
康
保

険
の
保
険
証
で
医
者
に
か
か
っ
て
い

ま
す
。
保
険
料
は
息
子
の
分
だ
け
負

担
し
て
、
自
分
の
分
と
し
て
は
負
担

し
て
い
ま
せ
ん
。
今
年
４
月
か
ら
は

自
分
で
も
保
険
料
を
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
す
か
？

Ａ
息
子
さ
ん
の
健
康
保
険
の「
被
扶

養
者
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
す

ね
。
あ
な
た
の
場
合
、
今
年
の
３

月
31
日
で「
被
扶
養
者
」の
資
格
を
失

い
、
４
月
１
日
か
ら
は「
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
」
の
被
保
険
者
と
な
り

ま
す
の
で
、
新
た
に
保
険
料
が
か

か
っ
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
今
ま
で

保
険
料
を
負
担
し
て
い
な
か
っ
た
の

に
、
い
き
な
り
通
常
ど
お
り
の
保
険

料
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
の
は
大
変

な
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
健
康
保
険
や

共
済
組
合
な
ど
の
被
扶
養
者
で
あ
っ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
の
Ｑ
＆
Ａ

　

４
月
か
ら
後
期
高
齢
者（
75
歳
以
上
の
方
）の
医
療
保
険
制
度
が
変
わ
り
ま
す

★健康保険の被扶養者に対する

　特例措置
【平成20年度】

　所得割＝0円

　均等割＝（半年分）18,731円の10分

　　　　　の1＝1,800円

【21年度以降で加入月から2年間】

　所得割＝0円

　均等割＝（1年分）37,462円の2分の1

　　　　＝18,700円

た
方
に
限
り
、
特
例
措
置
と
し
て
平

成
20
年
度
の
保
険
料
は
、
年
額
で
１

８
０
０
円
と
な
る
予
定
で
す
。

Ｑ
保
険
料
は
、
年
金
か
ら
天
引
き

さ
れ
る
の
？

Ａ
次
の
方
は
、
年
金
か
ら
天
引
き

さ
れ
ま
す
。

　

年
金
額
が
年
18
万
円
以
上
で
、
な
お

か
つ
介
護
保
険
料
年
額
と
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
年
額
の
合
計
額
が
年

金
額
の
２
分
の
１
以
下
の
場
合
。

　

右
記
に
該
当
し
な
い
場
合
は
、
現
金

に
よ
る
お
支
払
い
あ
る
い
は
口
座
引

き
落
と
し
と
な
り
ま
す
。

Ｑ
私
は
現
在
66
歳
で
障
害
者
手
帳

を
持
っ
て
お
り
、
老
人
保
健
の

適
用
を
受
け
て
い
ま
す
。
４
月
か
ら

は
ど
う
な
り
ま
す
か
？

Ａ
75
歳
未
満
で
老
人
保
健
の
適
用

を
受
け
て
い
る
方
は
、
４
月
か

ら「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」の
加
入

者
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
４
月
以
降
75
歳
に
な
る
ま

で
は
、「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
に

加
入
す
る
か
し
な
い
か
を
選
択
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
市
医
療
年
金
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

平
成
18
年
６
月
の
健
康
保
険
法
な
ど
の
改
正
に
伴
い
、
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
新
た
な「
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
」が
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
は
現
在
加
入
し
て
い
る
国
民
健

康
保
険
や
社
会
保
険（
被
扶
養
者
を
含
む
）を
脱
退
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
対
象
と
な
る
の
は
平
成
20
年
４
月
１
日
現
在
で
、
①
75
歳
以
上
の
方
、
②
65
歳
以
上
75

歳
未
満
の
方
で
一
定
の
障
害
を
持
ち
、
広
域
連
合
長
が
認
め
た
方
で
す
。
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